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長崎県収用委員会会長梶村龍対主と迭と竺

FP員県
審査請求人遠藤保男外 108’人から令和元年7月3日付けで提起された、当委員会 一

元年5月21日付けでなした二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県

道J町道及び農業用道路付替工事に係る権利取得議決及び明渡裁決（以下「本件処分Jと

いう。）に対しての審査請求について、下記のとおり弁明します。

．記

1 弁明の趣旨

『本件審査鯖求を棄却する。』との裁決を求める．

2 審査諦求の理由に対する認否

( 1）審査請求書添付の別紙（以下 f}]lj紙Jという。）の1中『ちなみに、『長崎県には、

石木ダム以外に収用裁決まで進んだ例がない』と長崎県収用委員会事務局担当者が語

っている。Jという事実は否認する．

(2）別紙の2のOの裁決書に（1）乃至（3）記載があるとの事実は認める。

Ca＞別紙の3の1）中「確かに 2019年 5月21日段階では、①事業認定取消訴訟で

は棄却判決が出されたが、現在は控訴審中で「事業認定取消判決Jが確定している状

況ではない』から『川辺川ダム事件とは条件がまったく異なっている』までは認め

る．

(4）別紙の3中「長崎県収用委員会はよ今回の収用明渡裁決においで、『長崎県に収

用・明渡裁決申舗の取下げを勧告するべきであったJとして、『収用・明法裁決取

消』の裁決を下すべきであるJとする意見に対しては争う。

(5）別紙の4の1）中、長崎県収用委員会への問合せ記載の趣旨の問い合わせに対し、

回答記載の趣旨の回答を行なったことは認める．

(6）別紙の4の。反論中『このことを収用委員会の揚において検証するこ・とを求めた
が、収用番員会は、『収用．委員会は事業部定の中身については援わないことになって
いるJと拒否したJという事実は認める。ただし、これに閲して除、本件審査鱒求の
対象となる裁決に係る審理ではなく、平成27年6月22日に裁決した 26長収第1



号乃至第4号事件に係る当委員会の第2回審理（平成27年2月17日開催）の中での

ことである。

(7）別紙の4の反論のa）中 f「事業認定の違法性J検証を拒否した上で、「その処分

（事業認定告示）が無効となるような重大かつ明白な璃庇は認められないj とする収用．

委員会裁決は、まったくその根拠と判断経過が示され7ておらず、客観性はなく、窓意的

もしくは先入観的なものでLかない。Jとする意見に対しては争う。．

(8）別紙の7中『その上、その事業によっ．て失われる利益については、『公共事業が予

定されるところの住民は、公共の利益のために財産楢を提供するにあたって、補償を
受けるのであるから、それ以土を要求する権利を持ち合わせていないJなどとして、

まったく無視しτいる。jという事実は否認する．

(9）別紙の7中『本件収用明渡裁決も、①事業に．よって得られる利益とされている事項

は、ずペてが事実を大きく外したものであること、②失われる利益については、生活

の場剥奪をはじめとした多面にわたる深刻な人格権侵害を事実として全く見ていない

こと、から、審査庁に取消裁決を求める』とする意見に対しては争う．

(lo）その余の事実主張については否認ないし不知。その余の法律上の主張文は意見につ

いては争う。

3 事件の経過 別記句とおり

4 本事件に対する意見

(1）当委員会が行なった収用裁決の適法性

審査蹄求人らは、当委員会が収用等の裁決を・おこなったことが不当であると主張す

るようであるが、以下のとおり理由はない．

ア 土地収用法（以下『法Jという。）によれば、収用委員会の裁決は、収用文は使

用の裁決（権利取得裁決及び明漉裁決をいう。以下「収用等の裁決Jという。）と

却下の裁決に大別され、収用委員会は、法第47条に定める要件に該当する場合は

却下の裁決を行わなければならないが（法第47条）同条に定める要件に骸当しな

い場合は、収用等の裁決を行なわなければならない（法第47条の2第1項及び第

2項）．

イ 事業認定庁がなした事業認定処分の適否について、収用委員会は審査梅限を有し

ておらず、事業部定庁の行った事業部定を尊重すべき義務を負うから、仮に事業認

定に何らかの穣癒があったとしても、収用委員会は、その現実痕が事業認定を当然に

無効どするようなものでない限り、己れが別途取り消されるまでは、事業部定の有

効を前提として、裁決事務を執行しなければならない。

よって、当委員会は裁決の理由で、 f事業部定処分が無効となる場合を除いて、

一且、有効に成立した事業部定処分は事業認定の効力が否定されるまでは適法なも

のとして扱われることから、事業認定の効カが否定されていない以上は事業認定処



． 

分が違法であることを理由として裁決申舗の却下を求めることはできない。J と判

断した．

ウ 土地所有者が却下の裁決を求めた場合、却下の裁決ができるのは

①事業認定の処分に無効となるような重大かっ明白な璃疲が含ま札ている場合

②裁決申請が法第47条に定める要件のーに該当する場合である。

本件裁決申掃の却下の要件の存否については、以下エ及びオにおいて述べる。

エ 事業認定処分に無効となるような重大かつ明白な瑠痕の有無について

璃抗が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、

客観的に明白である場合（昭和 36年3月7日最高裁小法廷判決）を指し、処分の

外形上、客観的に、誤認が一見看取し：得るものであるかどうかにより決すべき（同

判決）とされる。一般的には無権限の行政庁が処分を行なった場合や、明白な法令

上の手続違反がある場合などである。

そして、土地収用法に基づく処分が重大かっ明白な璃抗に当る場合としては、①

事業認定の告示事項の一部文は全部が欠けている場合、②申諦図書の公告縦覧 t法
第24条）が適正に行われていない場合、③事業部定手続きにおいて、公聴会の開

催（法第23条）、社会資本盤備審議会の意見聴取（法第 25条の 2）が必要な場合

に、これらの手続きを経ずに処分が行なわれた場合、＠起業地表示図において、起

．業地を即地的に磁定できないような場合などであると解される。

そこで、当委員会は事業認定申請書、事業認定の告示及び九州地方整備局のホー

ムページ等によって上記①乃至＠のような事実があるかどうか確認したが、そのよ

うな事実は見当たらなかった．

よって、当委員会は、 f本事業に係る国土交通省九州地方盤備局長の事業認定処．

分について、その処分が無効となるような重大がつ明白な璃抗は認められない。j

として却下の裁決を行なわず、事業部定処分は有効なものと破認したものである。

オ法第47条の却下の裁決の要件は、①裁決申請に係る事業が事業認定の告示を受

けた事業と異なるとき、②裁決申簡に係る事業計画が事業認定申鮪寄に添付された

事業計画替の内容と著しく異なるとき、③裁決申鯖が法の規定に違反するときのい

ずれかに骸当する場合である（法第47条）。

当委員会は、事業部定申諦書の添付書類等と裁決申繭書の添付書類等を照合する

とともに、裁決申舗書の添付書類等を確認したところ上記の要件に該当するような

事実は見当たらなかった。また、当委員会の審理においても裁決申鵠手続きの不備

についての主張はなかった。

よって、当委員会は、『当委員会に提出された裁決申繭害及．ぴ明渡裁決申立書並

びに当委員会の審理の結果等においても法第47条の要件に該当するような事実は

認められない。』と確認し、却下の裁決は行なわなかった。

カ 以上により、当委員会は、起業者の裁決申諦及び明漉裁決申立てを適正なものと

認め、申請を却下する理由がないので、法第47条の2第1項及び第2項の規定に

よって、収用等の裁決を行なったものであり、当委員会の裁決は法に基づく適正な

ものである。



(2）審査繭求人らの審査鯖求理由に対する反論・

ア 審査請求人らは、収用委員会は、長崎県に裁決申鵠及び明渡裁決申立て（以下

『裁決申請等j という。）の取下げを勧告すべきであった旨主張する。

審査鯖求人らは川辺川ダム建設事業の事案を理由とするが、審査簡求人らも認め

るとおり全く事案が異なり何ら理由になっていない。

理由もな4裁決申請等の取下げを勧告することは、収用委員会に与えられた裁量

の範囲を逸脱するものであるから、収用委員会は、長崎県に裁決申請及び明渡裁決

申立て（以下「裁決申舗等Jという。）の取下げを勧告すべきであったとする審査請

求人の主張は失当である．

イ 審査舗求人らは、収用委員会が『事業認定の違法性Jの検証を拒否した上で、「事

業認定が無効となるような重大かっ明白な鞭庇は認められないJと裁決したのは、

根拠と判断経過が示されておらず、客観性はなく、恋意的もしくは先入観的なもの

でしかない旨主張してν、る。
しかしながら、当委員会が事業認定処分を無効としなかった理由は、上記（ 1) 

のイ及びエに示すとおりであり、収用委員会の裁決は客観性がなく、恋意的もしく

は先入観的なものでしかないとする審査鯖求人らの主張は失当である．

ウ 審査鯖求人らは、審査鵡求の理由として、『本件処分も、①事業によって得られる

利益とされている事項は、すべてが事実を大きぐ外したものであること、②失われ

る利益については、生活の揚剥奪をはじめとした多面にわたる深刻な人格権侵害を

事実として全くみていないことJを主張する．

しかしながら、これらは事業認定庁のなした事業認定処分に対する不服であり、

審査摘求人らは同処分を不服として、既に審査繭求（平成25年 10月7日i靖求。現

在審査中）及び取り消し訴訟（平成27年11月30日提訴。平成30年子月 9日長崎

地裁にて繭求棄却の判決。現在福岡高裁にて係争中。）を行なっていることからする

と、同処分の違法性はど記審査請求及び取り消し訴訟において主張判断されるべき

で、本件処分の違法性の有無を判断する本件審査鯖求においては、事業認定処分の

違法を理由として、本体処分の取り消しを求めることはできない。・

よって、．事業認定処分の不服を理由として裁決の取り消しを求める審査繭求人ら

の主張は、本件審査請求の理由とはならない。

なお、石木ダム事業部定処分取消鱒求事件（平成27年（行ウ）第4号）に闘し、

平成30年7月9日付けの長崎地方裁判所の判決は、次のように判示し、事業認定処

分は適正と龍め、事業認定処分の取り消しを求めた原告らの繭求を棄却している。

（ア）本件事業が法第20条第S号の要件を充足すると判断した事業部定庁η判断に違

法の点はない。

（イ）本件事業について、土地及び漁業梅を収用し、 Xは使用する公益上の必要性が

あり、法第 20条第4号の要件を充足するとした事業部定庁の判断が合理性を欠

くものということはできない．

(3）まとめ



ア 上記（1）で述べたとおり、当委員会は、起業者の裁決申蹄等が適・正と認められ、

裁決申舗等を却下ずる理由がないから、却下の裁決を行なわず、本件処分を行なっ

たものであり、本件処分は．法に基づく適正なもので、取り消されるべき違法はない。

イ 他方、上記（ 2）で述べたとおり、本件処分の取り消しを求硲る審査請求人らの

主張は、何れも失当したもの又は請求理由になりえないものである。

ウ よって、・本件審査筒求は理由がないから、棄却されるべきである。


